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虐待防止及び身体拘束等の適正化のための指針 

 

 

 
 

1. 施設における虐待の防止及び身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

 

  〇 この指針は、法人の定める「業務管理体制」の「身体拘束・虐待防止管理体制」によって管理する。 

 

  〇 社会福祉法人一志会の経営する、介護老人福祉施設等のサービス提供は「顧客の人権の擁護とサービ

スの質の向上を図ること」を基本としてサービスの提供を行う。また、職員は、法人の定める「体制」を遵守

し、顧客の身体拘束や虐待行為は人権を無視した反社会的な行為であり、法人職員は一丸となってそ

の排除に努め、この指針によって対応する。 

 

2. 虐待の防止及び身体拘束等の適正化のための委員会その他の施設内の組織に関する事項 

 

（1） 委員会の設置目的 

 

     〇 法人内の虐待の発生防止及び身体拘束の禁止に努める観点から、「虐待・身体拘束廃止委員会」

を設置する。 

 

（2） 委員会の構成員 

 

〇 「虐待・身体拘束廃止委員会」の構成員は、次の通りとする。 

        総括施設長、当該事業所又は施設の施設長・管理者、各部署責任者、その他必要に応じて事象

当事者を含めたその他職種職員を参加させることができ、苦情受付相談窓口の担当者も対象とす

る。委員会は 3 ヶ月に 1回開催する。 

 

（3） 「虐待・身体拘束廃止委員会」の役割 

 

     〇 「虐待・身体拘束廃止委員会」の役割は、法人内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善

についての検討、身体拘束を実施した場合の解除の検討と身体拘束廃止に関する職員への指導、

虐待が発生した場合、その発生原因等の分析、再発防止、評価の検証は次の通りとする。 

 

     〇 「虐待・身体拘束廃止委員会」の役割は次の通りとする。 

 

      ①虐待・身体拘束廃止情報の収集及び情報の職員周知状況の検証 

      ②虐待・身体拘束廃止の職員研修の実施管理 

      ③「体制」の最新版の維持 

 

     〇 「虐待・身体拘束廃止委員会」に委員長を置き、委員長は理事長が別に任命する。 

 

（4） 「虐待・身体拘束廃止委員会」の任務 

 

     〇 虐待・身体拘束等は、「法人リスク管理体制」に定める「評価・改善」の「不適合」にて、「不適合改善

計画書」で改善する。また、「虐待・身体拘束廃止委員会報告書」で実態の究明を行う。 

 

     〇 「不適合改善計画書」の記載は、発生の原因及び再発防止策及び改善計画書の内容とする。改善

計画書の内容は、内容、計画終了予定日、評価、評価理由、改善終了日、改善確認者（内部監査

員）等を記載する。 
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3. 虐待防止及び身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

 

（1） 研修計画の策定 

 

     〇 年間研修計画の策定と検証を次の通り行う。 

 

       ①事業経営計画策定時に年間研修計画に次の事項を含め、策定する。 

       ②年 2回の定期的な教育の実施。 

       ③新規採用職員については、採用時に個別に研修を行う。 

       ④教育・研修記録の保管管理。 

 

4. 虐待の定義 

 

  「虐待・身体拘束廃止規則」の「虐待の対象行為（例）」（別表 1）に示す通りとする。 

 

（1） 身体的虐待 

 

     暴力行為などであざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。 

 

（2） 放棄・放任虐待 

 

意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を放棄または放任し、高齢者自身の身

体・精神的状態を悪化させること。 

 

（3） 心理的虐待 

 

     著しい暴言又は、拒絶的な対応、著しい心理的な傷を与える行動を行うこと。 

 

（4） 性的虐待 

 

     わいせつな行為をすること、又は、わいせつな行為をさせること。 

 

（5） その他虐待 

 

     サービス提供の都合で、顧客本位のサービス提供をしないこと。 

 

5. 虐待又はその疑い（以下、「虐待等」という。）が発生した場合の対処方法に関する基本方針 

 

（1） 虐待等が発生した場合の相談及び連絡体制 

 

     〇 虐待等の発生を早期に発見する為、法人内の窓口を次の通りとする。 

 

介護老人福祉施設及び短期入所生活介護事業所 総括施設長 

ケアマンション 施設長 

認知症対応型共同生活介護事業所 管理者 

居宅介護支援事業所、通所介護事業所、訪問介護事業所 管理者 

 

     〇 報告を受けた通報窓口の担当者は、理事長に直ちに報告する。顧客又は家族、苦情解決相談委

員等から概要聴取を行い、実態の究明を行い、迅速に「虐待・身体拘束廃止委員会」を開催の上、

究明結果を理事長に報告する。 
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（2） 虐待等の事象が発生した場合は、事象当事者は報告書を提出する。 

 

     〇 通報内容 

 

       通報日、通報方法、通報者、虐待行為、対象顧客氏名、年齢・性別、発生部署、当事者氏名、   

年齢・性別、勤続年数、所属部署、当日の勤務形態を記載 

 

     〇 概要 

 

       発生日時、発生場所、発生時の顧客の様子、発生時の対応、外傷の有無、治療した医療機関名、 

 治療の概要及び本人の状況、家族連絡の有無と連絡日時、連絡内容を記載 

 

     〇 虐待・身体拘束の発生及び概要聴取報告書 

 

        検討内容、決定事項、賠償責任、職員制裁、再発防止の為の職員への周知方法、次回委員会の 

開催の必要性の有無、開催予定 

 

（2）で作成した「虐待・身体拘束の発生及び概要聴取報告書」は、施設長の決裁を受ける。      

「介護保険事業者等 事故報告書」は、施設長の決裁を受け行政機関に報告する。 

 

（3） 不適合の改善対策 

 

     〇 不適合事例の発生部署は、部署内において改善計画を作成し、部署での「虐待等防止検討会議」

に留まらず、定期的に開催される「リーダー会議」において、情報を共有する。 

 

     〇 作成された改善計画は「虐待・身体拘束廃止委員会」で分析、評価を行う。 

 

     〇 分析、評価の結果を明確にし、法人内の「閲覧システム」で法人全職員へ周知し、虐待・身体拘束

廃止委員会の委員は「閲覧システム」で閲覧率を確認して周知指導を行う。 

 

 

（4） 通報者の保護と職員の制裁 

 

     〇 通報者はその通報したことによって不利益を被ってはならない。ただし、虐待等防止のみを目的とし

て通報するもので次に示す禁止行為を目的に通報してはいけない。 

 

      ①不正な目的で通報すること。 

      ②業務を妨害するための通報。 

      ③相手に損害を与えることを目的に通報すること。 

 

     〇 職員が顧客に対し故意に虐待行為を行った場合及び通報者が禁止行為の通報を行った職員に対

しての制裁は理事会において決定する。また、故意による重大事象については職員に賠償責任を

求めることができる。 

 

（5） 虐待等の事象が発生した場合は、対応した記録 

 

      ①虐待・身体拘束の発生及び概要聴取報告書 

      ②虐待・身体拘束廃止委員会開催記録 

      ③苦情解決相談委員会報告書、その他関係書類 

 

（6） 家族への迅速な報告 
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     〇 家族への報告は、「ケースファイル」に記載する身元引受人等に対し、次の事項について適切な説

明を迅速に行わなわなければならない。 

 

①虚偽の説明、報告を行ってはならない。 

      ②虐待等の発生状況及び再発防止対策並びに顧客の現在の状況 

 

（7） 関係機関への迅速な連絡 

 

     〇 必要に応じて関係するケアマネージャー等への連絡を行わなければならない。 

     〇 法人内の虐待行為の発生による行政及び警察等の調査・捜査に対しては全面的に協力する。 

 

（8） 虐待等発生時の対応に係る情報の記録 

 

     〇 （5）～（7）に係るそれぞれの情報は記録し保存しなければならない。 

 

6. 止むを得ない身体拘束の実施 

 

〇 身体拘束は「虐待・身体拘束廃止規則」の「身体拘束の対象行為（例）」（別表 1）に示す通りとす 

る。 

 

〇 顧客の生命及び身体保護のため、（1）～（3）全ての要件を満たす場合に「緊急止むを得ない身体 

拘束」を実施することができる。 

 

（1） 「切迫性」があり、「非代替性」であり、かつ、「一時性」であること。 

 

     〇 「切迫性」とは、身体拘束による本人に及ぼす悪影響より顧客本人の生命又は身体の危険にさらさ

れる可能性が高いこと。 

 

     〇 「非代替性」とは、身体拘束を行う以外に他の代替する介護方法がないとき。 

 

     〇 「一時性」とは、身体拘束の行動制限が一時的であり、最も短い拘束時間であること。 

 

（2） 「止むを得ない身体拘束実施計画書」があること。 

 

     〇 部署において前項の要件が全て検討された上で作成されていること。 

 

（3） 「虐待・身体拘束廃止検討委員会」で十分に検討された上で次の要件を満たし、承認されていること。 

 

     〇 施設長の決裁があること。 

 

     〇 家族に説明し、承認されていること。 

 

（4） 「止むを得ない身体拘束実施計画書」実施上の留意点 

 

     〇 拘束時の本人の表情、行動、異常行動の発生場所及び時間、本人の発言内容、周りの状況等を観

察し、記録する。 

 

     〇 「止むを得ない身体拘束実施計画書」の計画満了、計画継続、計画変更の場合は（1）～（3）全ての

要件を満たさなければならない。 

 

（5） 止むを得ない身体拘束実施の対応に係る記録及び保管管理 
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①「止むを得ない身体拘束実施計画書」 

②「虐待・身体拘 束廃止委員会」の記録 

③観察記録 

 

7. 当該指針の閲覧に関する基本方針 

 

〇 この指針は、当法人の主たる事務所に備置しているほか、当法人ホームページの「情報開示」に公 

表し、自由に閲覧可能な状態を維持する。 

 

〇 この指針は、法人内「定款・規則等閲覧システム」で法人内全部署からの閲覧可能とする。 

 

8. その他虐待等及び身体拘束等発生防止の推進のために必要な基本方針 

 

      〇 虐待等及び身体拘束等発生防止のその他の取り組み 

 

①虐待等及び身体拘束等発生を防止する為、各部署で「虐待等防止検討会議」を毎月開催する。 

      ②虐待等及び身体拘束等発生を防止する為、「虐待・身体拘束廃止管理チェック表」で毎月管理す 

る。 

 

 

 

 

 

 

附則 

   この規程は、令和 6年 4月 1日より施行する。 
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※第１報は、少なくとも1から6までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出すること
※選択肢については該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択すること

☐ 第1報 ☐  第 報 ☐ 最終報告

大分市長　　　　　　　　　　　　　　　殿

事故状況の程度 ☐ ☐ 入院 ☐ 死亡 ☐ その他（ ）

死亡に至った場合
死亡年月日

西暦 年 月 日

法人名

事業所（施設）名 事業所番号

サービス種別

氏名・年齢・性別 氏名 年齢 性別： ☐ 男性 ☐ 女性

サービス提供開始日 西暦 年 月 日 保険者

住所 ☐ 事業所所在地と同じ ☐ その他（

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 自立

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M

発生日時 西暦 年 月 日 時 分頃（24時間表記）

☐ 居室（個室） ☐ 居室（多床室） ☐ トイレ ☐ 廊下

☐ 食堂等共用部 ☐ 浴室・脱衣室 ☐ 機能訓練室 ☐ 施設敷地内の建物外

☐ 敷地外 ☐

☐ 転倒 ☐ 異食 ☐ 不明
☐ 転落 ☐ 誤薬、与薬もれ等 ☐ その他（ ）

☐ 誤嚥・窒息 ☐ 医療処置関連（チューブ抜去等）

発生時状況、事故内
容の詳細

その他
特記すべき事項

発生時の対応

受診方法 ☐ 施設内の医師 (配置医含む)が対応 ☐
受診
(外来･往
診)

☐ 救急搬送 ☐ その他（ ）

受診先

診断名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介護保険事業者等　事故報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5
事
故
発
生
時
の
対
応

提出日：西暦　　　　　　　年　　月　　日

事業所所在地

事業所名

事業所管理者名

医療機関名 連絡先（電話番号）

4
事
故
の
概
要

発生場所

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

事故の種別

3
対
象
者

）

身体状況
要介護度

認知症高齢者
日常生活自立度

1事故
状況

受診(外来･往診)、自施設で応急
処置

2
事
業
所
の
概
要 所在地
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☐ 切傷・擦過傷 ☐ 打撲・捻挫・脱臼 ☐ 骨折(部位：　　　　　　　　　　　　　　　　　)

☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

検査、処置等の概要

利用者の状況

☐ 配偶者 ☐ 子、子の配偶者 ☐ その他（ ）

西暦 年 月 日

☐ 他の自治体 ☐ 警察 ☐ その他

自治体名（ ） 警察署名（ ） 名称（ ）

本人、家族、関係先等
への追加対応予定

5
事
故
発
生
時
の
対
応

9 その他
特記すべき事項

7 事故の原因分析
（本人要因、職員要因、環境要因の分析）

（できるだけ具体的に記載すること）

8 再発防止策
（手順変更、環境変更、その他の対応、
再発防止策の評価時期および結果等）

（できるだけ具体的に記載すること）

6
事
故
発
生
後
の
状
況

家族等への報告

報告した家族等の
続柄

報告年月日

連絡した関係機関
(連絡した場合のみ)

診断内容

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

不適合改善計画書 

名  称 不適合改善 監査日     年  月  日 

理事長 施設長 事務長 部長 部署責任者 係 その他 

       

区   分 内        容 

不適合改善 不適合の名称  

改善部署 部署の名称  

不適合改善 不適合発生部署  

指摘･指導事項 

指示日 
  年  月  日 

 

指摘･指示事項 
 

 

発生の原因及び再

発防止対策 

発生の原因 

 

 

 

 

 

再発防止対策 

 

 

 

 

 

 

第 1回目：改善計画 

改善計画の内容 
 

 

改善計画終了予定日   年  月  日 

評 価 □ 1・未改善  □ 1・改善継続  □ 1・改善終了 

評価理由 
 

 

改善終了日 年  月  日 

確認者(内部監査員)  

第 2回目：改善計画 

改善計画の内容 

 

 

 

 

 

改善計画終了予定日   年  月  日 

評 価 □ 1・未改善  □ 1・改善継続  □ 1・改善終了 

評価理由 
 

 

改善終了日 年  月  日 

確認者(内部監査員)  

第 3回目：改善計画 

改善計画の内容 

 

 

 

 

 

改善計画終了予定日 年  月  日 

評 価 □ 1・未改善  □ 1・改善継続  □ 1・改善終了 

評価理由 
 

 

改善終了日 年  月  日 

確認者(内部監査員) 
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虐待・身体拘束の発生及び概要聴取報告書 

 

通 

報 

内 

容 

通報日     年  月  日 （  ） 通報方法 □電話  □面談  □その他（     ） 

通報者  
□施設職員（所属         ） □福祉サービス相談委員 

□家族･親族（続柄         ） □その他（        ） 

虐待行為 □身体的虐待 □心理的虐待 □介護拒否 □性的虐待 □経済的虐待 □その他（          ） 

対象顧客  
性別  年月日 明・大・昭   年  月  日 歳 

身元引受人  入居場所  

当事者  
性別     歳 勤続年数 年   ヶ月 

所属部署  当日の勤務形態  

概 
 
 
 

要 

発生日時      年   月   日 （  ）     ：     頃 発生場所  

発生場所 

 

 

 

 

（その時の顧客の様子） 

 

（その後にとった対応） 

 

外 傷 □無  有□（       ） □不明 病院受診 □無  有□（病院名       ） 

受診結果  

家族連絡 □無  □有 連絡職員  
連絡先 

 

連絡日時      年   月   日 （  ）    ：    頃 続柄  

連絡内容 
 

 

虐
待
・
身
体
拘
束
廃
止
委
員
会
報
告
書 

開催日時      年   月   日 （  ）   ：   ～   ： 開催場所  

参加者 
 

 

検討内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

賠償責任  

職員制裁  

再発防止の為の職員への周知方法 
 

 

次回開催の必要性 □無   □有       （開催予定日      年  月  日   ：   より） 
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止むを得ない身体拘束実施計画書 

対象顧客の氏名  性別 
 

年齢  住所  入所日  

身元引受人氏名  続柄 
 

住所  電話」  

現状の問題点 

 

症状の 

発生時期 
 

生命･身体

の危険度 

○ 重篤 

○ 重度 

○ 中度 

○ 軽度 

 

 

 

これまでの取組 

切迫性への取組 

 

 

 

代替性への取組 

 

 

 

家族との連携への取組 

 

 

 

止むを得ない 

身体拘束 

拘束の種類  具体的な方法 

 

 

 

 

期  間 

    年  月  日 

拘束の期間 時  分   ―   時  分 ｜ 

    年  月  日 

拘束の条件 

○ 施設長の決裁があること。  ○ 家族に説明し承認があること。 

 ○ 身体拘束実施の承認は「虐待・身体拘束廃止委員会」で決定すること。 

 ○ 身体拘束の実施について部署内での評価を行い、その記録があること。 

 ○ 拘束の期間中は顧客の表情、行動の度合、程度、行動の発生時間、周囲の状況、本人 

   の言動等の観察記録を行うこと。 

 ○ 拘束の延長、拘束種類の変更は全てその理由を附して以後も拘束の条件を継続して行

うこと。 

 ○ 拘束の中止、終了は全てその理由を附して中止、終了の決裁を受け、家族に説明し、 

   承認を得ること。 

 

計画の変更 

拘束の部署評価 

 

 

 

 

 

 

拘束の延長理由 

 

 

 

拘束の種類変更 

理由 

 

 

 

拘束の中止理由 

 

 

 

拘束終了理由 

 

 

 

委員会の開催 

開 催 日   開 催 結 果 

   年 月 日  

   年 月 日  

   年 月 日  

   年 月 日  
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止むを得ない身体拘束実施計画・家族承認表 Ａ4版縦 

入居顧客・利用顧客氏名【             】                  社会福祉法人 一志会 

顧客の現状・実態  

 

身体拘束要件理由 

切迫性  

非代替性  

一時性  

身体拘束廃止検討 

会議開催年月日 

 

   年   月   日   曜 

 

施設長の承認印 

 

 

 

身体拘束の方法 

場  所  

 

行  為 

部 位  

内 容  

身体拘束の目的  

身体拘束の期間    年   月   日   曜  ～       年   月   日   曜 

身体拘束の時間  

止むを得ない身体拘束実施計画について、上記のとおり説明の上で実施いたします。 

     年  月  日 

                            説明職員 職 種 

                                 氏 名               印 

上記のことについて説明を受け、上記内容のとおり身体拘束をすることに同意します。 

     年  月  日 

                            ご家族様 氏 名               印 

                                 本人との続柄 (           ) 

 年度 第 回  虐待・身体拘束廃止検討委員会会議録 Ａ4版縦 

 委員

会開催

年月日 

 平成   年   月   日   曜 開催場所  

   

検討 

部署 

 施設(介護 1班・介護 2班・介護豊後)・短期入所・グル－プホ－ム・通所介護事業所・訪問入浴介護事業所 

 訪問介護事業所 

会議 

出席 

職員 

 

身
体
拘
束
の
現
状 

      
 

チェック内容 有 無 

 徘徊しないように車椅子や椅子、ベットに体幹や四肢をひもで縛る。 俳諧防止の体幹・四肢拘束   

 転落しないように、ベットに体幹や四肢をひもで縛る。 転落防止の体幹・四肢拘束   

 自分で降りられないようにベットを柵(サイドレ－ル)で囲む。 体動防止のベット柵拘束   

 点滴・経管栄養等のチュ－ブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 チューブ抜去防止の四肢・手指拘束   

 点滴・経管栄養等のチュ－ブを抜かないように、また、皮膚をかきむしらな

い 

 ように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 

皮膚自傷防止のベルトテーブル使用 

 
 

 

 

 

 車椅子や椅子からづり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束

帯 

 や腰ベルト、車椅子テ－ブルをつける。 

転落･立上防止のベルト・テーブル使

用 

 

 

 

 

 

 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。 立上り防止の椅子使用   

 脱衣やあむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。 脱衣・オムツ外し防止の介護衣着用   

 他人の迷惑行為を防ぐために、ベットなどに体幹や四肢をひもで縛る。 迷惑行為防止体幹・四肢ベット拘束   

 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 行動制限の過剰な向精神薬使用   

 自分の意志で開けることの出来ない居室等に隔離する。 行動制限の居室等隔離   

    検 討 内 容             検 討 結 果 

 身体拘束を行わない法人基本方 

 針の全職員共通認識と教育 
 

 身体拘束を必要としない状態作 

 りと原因除去の努力 
 

 身体拘束廃止側面から事故が起 

 きにくい環境整備 
 

 介護の代替方法の検討と身体拘 

 束をしない方策の検討 
 

 その他、廃止に向けた検討  

※ 身体拘束廃止検討委員会での個別顧客の止むを得ない身体拘束検討は実施計画・家族承認表を適用する。 
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身体拘束観察記録(ケ－ス記録)  Ａ4版縦 
  年 月 日   項   目          特 記 事 項 等  記録者 

   ・  ・  身体拘束  【実施時間】 【場所】 【方法】 【部位】 【状態】  

    

    

    

    

    

    

 

 

 


